
昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
六
受
領 

答

弁

第

二

号 
   

衆
議
院
議
員
竹
内
勝
彦
君
提
出
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
の
行
政
に
関
す
る
質
問 

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
二
第
二
号 

昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
勝
彦
君
提
出
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
の
行
政
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

有
線
電
気
通
信
に
つ
い
て
は
、
有
線
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
役
務
の
内
容
に
応
じ
て
、
関
係
法 

 

令
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
今
後
と
も
、
そ
の
基
本
的
法
体
系
に
従
つ
て
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

道
路
の
占
用
許
可
を
受
け
な
い
で
設
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
行
政
代
執 

 

行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
に
基
づ
き
撤
去
す 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
ま
で
、
撤
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
適
当
で
な 

 

い
。 



四
に
つ
い
て 

三
及
び
六
に
つ
い
て 

な
お
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
に
違 

反
し
た
場
合
に
は
、
期
間
を
定
め
て
、
業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
業
務
の
運
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
所
有
者
等
の
承
諾
を
得
な
い
で
電
柱
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
権
利
の
実
現 

 

は
、
民
事
法
上
の
手
続
を
経
て
行
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
電
柱
所
有
者
等
が
自
力
で
撤 

 
 

去
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。 

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
の
態
様
か
ら
、
許
可
制
と
し
、
ま
た
、
許
可
制
が
適
用
さ
れ
る 

 

事
業
と
同
様
に
欠
格
事
由
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。 

道
路
占
用
料
は
道
路
使
用
の
対
価
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
電
柱
共
架
料
等
は
電
柱
使
用
等
の
対 

 

四 

 



五
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

法
に
違
反
し
て
い
る
事
業
者
に
対
し
て
は
法
に
従
う
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
が
、
適
法
に
業
務
を
行
つ 

 

て
い
る
者
に
対
し
て
特
段
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。 

道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基 

づ
き
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に 

 

よ
り
、
適
切
な
占
用
料
の
徴
収
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
条
例
の
定
め 

 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
様
に
徴
収
を
行
つ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

価
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
所
定
の
額
を
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
事
業
者
が
ラ
ジ
オ
放
送
の
再
送
信
を
行
う
場
合
に
は
、
放
送
事
業
者
の
同
意
が
必
要
で
あ 

 

五 

 



 

六 

り
、
同
意
を
得
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
同
意
を
得
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
事
業
者
が
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
設
備
に
よ
り
有
線
テ
レ
ビ 

 

ジ
ョ
ン
放
送
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
） 

の
規
律
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
法
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
同
法
の
規
定
に
従
い
是
正
措
置
を
講
じ
て 

 

ま
い
り
た
い
。 




